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令和７年度島根・鳥取両県による不法投棄防止合同検問の実施について 

 
島根県では、廃棄物の不適正処理を防止する取り組みとして、県内一斉に不

法投棄合同パトロール等を行っているところです。 
今年度、６月５日に実施した第１回合同パトロールでは、計約１９．０㎥も

の投棄された廃棄物が確認されるなど、依然として不法投棄が後を絶たない状
況となっています。 

そこで、産業廃棄物の不法投棄など不適正処理の未然防止や悪質事業者の排
除を図ることを目的として、鳥取県と合同で廃棄物運搬車両に対する同時検問
を以下のとおり実施します。 
 

１ 日時 ※荒天等の場合は、中止することがあります。 
令和７年１０月６日（月） 午後１時３０分から午後３時まで 
               （集合時間：午後１時００分） 
 

２ 場所 
島根県安来市今津町  安来警察署 
（国道 9 号米子方面への走行車両を検問） 
※鳥取県：鳥取県米子市陰田町国道１８０号車両待避所 
（国道９号方面への走行車両を検問） 
 

３ 実施内容 
積載している廃棄物等の検査、マニフェスト等の確認、運転者等から聞き
取りを行い、違反行為(無許可営業、産業廃棄物の収集・運搬基準違反等)
の有無を点検し、取締り及び指導を行う。 
併せて、適正処理に対する意識の高揚を図る。 
 

４ 実施機関 
島根県：安来市、安来警察署、島根県警察本部生活安全企画課、 

松江市、松江保健所、島根県廃棄物対策課 
鳥取県：米子市、米子警察署、西部総合事務所、鳥取県循環型社会推進課 
 

【参考】昨年度島根県実施結果 

検 査 車 両：３台 

不適正事案：１件  不適正事由 必要書面の不携帯、マニフェストの記載不備 
 

昨年度の検問の状況 

   

 


